
静岡市感動体験のまち創造事業推進業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

令和８年度 観文観委第 25 号 

静岡市感動体験のまち創造事業推進業務（以下「本業務」という。） 

 

２ 本業務の目的 

静岡市の観光政策では、宿泊客数が少ないこと、１人あたりの消費額が少ないことが

大きな課題となっている。これらを改善するには、観光客が市内で楽しめる場所や体験

を増やして滞在時間を伸ばすこと、また、静岡市への旅に対する明確なイメージを確立

し、求心力を高めることが重要である。 

静岡市は令和６年度から本事業に着手し、静岡市ならではの付加価値が高い観光コン

テンツの造成に取り組んでおり、現在までに 22のコンテンツが開発され、順次販売が

開始されている。 

令和８年度に実施する本業務では、開発したコンテンツの売上創出・拡大を目的とし

て、販売促進および販路拡大を重点的に実施するとともに、実際の販売・利用を通じて

明らかになった課題を踏まえた磨き上げを行うことで、今後も継続的に販売・提供され

る状態を目指す。 

※本業務は、特定の売上額や販売件数の達成を保証させるものではなく、販売促進およ

び販路拡大に向けた取組を委託するものである。 

 

３ 支援対象となるコンテンツ一覧 

別紙１のとおり 

※継続して販売・提供できなくなったコンテンツ等が生じた場合には、当該コンテン

ツに割く予定であった業務リソースを、委託者と受託者の協議のうえ、他のコンテ

ンツに充当することがある。 

 

４ 契約期間 

契約日～令和９年３月 19日（金） 

 

５ 業務内容 

（１）コンテンツの販売促進 

受託者は、各コンテンツの属性やターゲットを整理し、売上向上につながる効果的

なプロモーションを企画・実施すること。具体的な手法・規模・時期等については、

プロポーザル審査において提案するものとし、委託者は契約締結時に仕様書内に反映

する。 

【提案にあたって想定するスキーム】 

この仕様書は企画提案書作成用であり、事業の実施に係る要求水準を示すものである。

プロポーザル審査会実施後、委託者は契約候補者と協議を行い、双方の合意が図られた

場合は仕様書を契約候補者の企画提案内容に合わせ修正の上、契約を締結する。 

別紙１ 



・コンテンツの属性・ターゲットの整理（必要に応じたグループ化も可とする） 

・各コンテンツ(又はグループ)に適したプロモーション手法・規模・実施時期の提案 

・発信後の関連サイト流入状況や販売状況等を用いた効果検証の考え方 

【インフルエンサー・メディアの選定】 

招聘するインフルエンサー・メディアについては、各コンテンツのターゲットに照

らして妥当と考えられるリーチ水準を設定し、その考え方および根拠を含めて提案す

ること。表示回数等の数値目標は、企画立案時点における想定値として整理すること

とし、達成を保証するものではない。 

【推定効果の整理】 

インプレッション数、エンゲージメント数、CTR、CVR、関連サイト流入数等の中か

ら、提案内容に応じて適切な指標を設定し、定量的に示すこと。 

 

（２）コンテンツの磨き上げ（伴走支援） 

実際にコンテンツを利用した人の評価、販売促進でのコメント等を把握し、体験内

容や価格等の改善や、新たな販路の構築を実施すること。その際、コンテンツ開発や

販路構築などの専門家の協力を得て、コンテンツの売上向上と継続的な提供に資する

的確な助言等を行うこと。 

①支援内容 

・コンテンツごとの売上状況、利用者や旅行会社などの評価等の分析 

・前項を踏まえたコンテンツの改善（体験内容、価格設定、オプション等の設定、

受入ツールの造成支援、現場のオペレーション改善支援） 

・前２項を踏まえた新たな販路の構築 

・その他、事業者の売上向上に必要な支援 

 

（３）商談用パンフレット（兼商談シート）の制作 

契約締結後 60日以内に、22 のコンテンツを旅行会社等に紹介するためのタリフや

ビジュアル素材をまとめたパンフレットを制作すること。 

・掲載項目：コンテンツ名、体験内容の概要、所要時間、受入可能人数、販売価格

（税別／税込の別）、実施場所、催行条件・制限事項、問い合わせ先 

・頁  数：23～45 ページ程度（１コンテンツ１～２ページ＋表紙を想定） 

・規  格：Ａ４サイズ 

・完 成 品：PDF 形式（編集可能な aiデータ） 

・備  考：①４（２）コンテンツの磨き上げにより、掲載内容を変更した場合

は、修正・反映をすること。 

②当パンフレットは、コンテンツ提供事業者が自ら営業する際に活用

することや、資料を基に、旅行会社が直接コンテンツ提供事業者に

問合せすることを想定しているため、制作にあたっては、事業者と



連携して作成すること。 

③作成にあたり使用するビジュアル素材は、委託者が所有する令和６

年度～７年度にかけてコンテンツ造成時に撮影したコンテンツビジ

ュアル写真等とするが、素材が不足する場合は新規撮影等を行うこ

と。 

④翻訳は、日本語表記と同様のニュアンスとなるよう、機械翻訳では

なく翻訳士またはネイティブスピーカーが実施すること。 

 

（４）事業者交流会の開催 

コンテンツ提供事業者同士の情報交換や連携促進のため、事業期間中に２回程度、

交流会を開催すること。交流会は、原則対面での開催とし、事業者が参加しやすい曜

日・時間を設定すること。（必要に応じて異なる曜日・時間でグループを分けて開催

するなど、事業者の参加希望に柔軟に対応すること。） 

会場は、委託者が市庁舎を確保することも可能だが、会場を確保できない場合があ

ることにも留意すること。民間の会議室等を使用する場合、華美な会場や装飾は不要

で、必要十分なスペースがあり、スクリーン又は大型モニターなど最小限の備品等が

あればよい。 

 

（５）ランディングページの管理・運営 

・内 容：コンテンツの磨き上げの内容を反映するなど時点更新 

・ＵＲＬ：https://kandotaiken.com/ 

・備 考：①本業務の終了後、コンテンツは、静岡市公式観光ウェブサイト「静岡市

観光ナビ（URL：https://www.visit-shizuoka.com/index.html）」に掲

載する。掲載作業は、委託者が自ら実施するが、コンテンツごとの掲載

情報をまとめたリストなどの提出を求めることがある。 

②維持管理費（更新含む）は 50 万円を見込むこと。 

 

（６）成果報告 

受託者は、本業務を実施した結果をまとめ、事業完了報告書とともに委託者に提出

すること。 

・４（１）コンテンツの販売促進については、実施したプロモーションのアウトプッ

ト、アウトカムについても、定量的にまとめて報告すること。 

 

（７）共通事項 

・各事業者から問い合わせがあった際には迅速かつ丁寧に対応すること。 

・全体の事業の進捗を管理すること。また、提案書にはスケジュール（市への 

進捗状況報告のタイミング等も含む）を明記すること。 



・前号までに掲げるもの以外に自由提案を盛り込むことは妨げない。ただし、提案 

内容に要する費用は提案上限額に含むものとする。 

・コンテンツ提供事業者に対して、販売実績等について定期的に進捗確認を行い、 

状況を市へ共有すること。 

・本事業で作成した報告書等の著作権は委託者とする。 

・本事業の履行については法令を遵守し、参加事業者との問題が生じた場合は、誠 

意をもって受託者において対応すること。 

 

６ 備考 

プロポーザル審査での提案内容は、契約時の仕様書に反映する。 
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